
 大規模事業所の目標削減率緩和申出書 （様式1（別添1, 2(1), 2(2)含む））
※ 複数の大規模事業所を設置している場合は、事業所ごとに提出すること

 下記の添付書類
※ 複数の大規模事業所について同一の設置者が申請を行う場合は、法人に係る添付書類は1通のみの

提出で構いません。事業所に係る添付書類は、事業所ごとに提出してください。
確認する事項添付書類提出区分

資本金・株主数・発行済株式総
数・業種・役員数等

登記事項証明書（商業登記簿謄本）
（写しで可、原則発行後３か月以内のもの）

必須
業種・従業員数等会社概要又はパンフレット

（右記を確認でき、外部に公表・配布等を行っているもの）

従業員数従業員数の確認書類必要に応じて

所有者名、所有面積等
建物の登記事項証明書
（写しで可、表題部と権利部（甲区）の証明のあるもの。

原則発行後３か月以内のもの。）
区分所有の建物、
又は一部をテナン
トに賃貸している
建物の場合 Bテナント等を設置する

事業者の占有面積使用賃貸借契約書の写し

・ 上記添付資料の作成日は、指定のある場合を除き、申出書提出の前年度末に最も近い日付であること。
・ 上記のほか、申告事項の確認のため、株主名簿、決算報告書、事業報告書、株主総会の資料や議事録等について

埼玉県から提出又は提示を求める場合があります。
1

初めて緩和措置を受ける年度の提出書類
埼玉県目標設定型排出量取引制度 中小企業等が設置する事業所の目標削減率の緩和について



 大規模事業所の目標削減率緩和申出書（様式1（別添1, 2(1), 2(2)含む））
※ 複数の大規模事業所を設置している場合は、事業所ごとに提出すること

 前頁の添付書類
ただし、①〜③の各事項に変更がない場合、添付書類の提出は不要

① 設置者
② 大規模事業者の専有面積

（大規模事業所の全部又は一部が区分所有建物に限り、大規模事業者が複数ある場合はその合計）

③ Bテナント等を設置する特定事業者の占有面積
（同一事業所内に複数のテナント等を有する場合はその合計）

2

緩和措置された翌年度以降の提出書類



• 大規模事業者（地球温暖化対策計画書の提出者）の
住所、名称、代表者職・氏名を記入

• 押印不要

• 事業者番号、事業所名称は、地球温暖化対策計画
書に記載しているものに合わせる

（大規模事業所が区分所有の建物である場合のみ記入）
• 大規模事業所が専有している延床面積を記入

※ 計画書算定資料に記載している延床面積を参考のこと

（大規模事業所内にＢテナント事業所がある場合のみ記入）
• Ｂテナント事業所の延床面積を記入

※ 使用賃貸借契約書を参照のこと

• 担当者の連絡先を記入
※ 担当者は提出者に属する方としてください

• 申出日（作成日）を必ず記入

• 緩和適用２年目以降の場合に選択
（初年度は空欄とする）

• 緩和を受けようとする年度を選択

3

申出書の記入方法 [ 様式1 ]



• 大規模事業所の設置者全ての事業者名を記入
設置者が申請者1者のみの場合も、その設置者を記入す
ること。

※ 事業者名は登記簿の名称に合わせること。

（区分所有の建物の場合）
→ 中小企業等の専有面積（中小企業等が複数ある

場合はその合計）が大規模事業所の床面積 の
２分の１未満である場合は、区分所有者全員
を記入すること。

（大規模事業所内にBテナント事業所が存在する場合）
→ 当該Bテナント等を設置する特定事業者全てを

記入すること。

• 種別欄は次の選択肢から選択
 大規模事業者（中小企業者）
 大規模事業者（組合等）
 大規模事業者（個人）
 区分所有者
 Ｂテナント等を設置する特定事業者

4

申出書の記入方法 [ 別添1 ]



別添2(1)については、 1つの大規模事業所に対して
設置者（中小企業者）が複数いる場合、中小企業者
ごとに作成し、申出書に添付（様式をコピーして作成）
※ 組合等及び個人においては、別添2(1)の提出は不要

• 登記簿の名称と一致していること

• Bテナント等を設置する特定事業者又は区分所有建
物の設置者（大規模事業者を含む。）のみ記入

• 登記簿の記載内容と一致していること

• 売上高が最も大きな事業について、日本標準産業分
類に基づき業種を選択／記入

• 該当する業種を選択

5

申出書の記入方法 [ 別添2(1) ]



• 「確認内容・方法」の記載に基づいて、各条件への
該当／非該当を確認し、記入欄にチェックを入れる

別添2(2)については、 １つの大規模事業所に対し
て設置者（中小企業者）が複数いる場合、中小企業
者ごとに作成し、申出書に添付（様式をコピーして作成）
※ 組合等及び個人においては、別添2(2)の提出は不要

• 申出書に添付する書類に「一連の番号」を付し、
その番号を記入

※ 大規模事業所の設置形態によって、添付書類は異なります
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申出書の記入方法 [ 別添2(2) ]


